５．「工賃水準ステップアップ」

　 成功のためのキーワード

「工賃水準ステップアップ事業」推進特別委員会・集約

５．「工賃水準ステップアップ」成功のためのキーワード

―「工賃水準ステップアップ事業」推進特別委員会・集約－
（1）対象施設・作業科目の重点化と成功事例の形成（ターゲットの絞り込み）

　 ● 障害者の所得保障の充実に向けた「授産施設全体の工賃倍増」は大きな方向性であるが、今回のモデル事業の実施を通じ、対象を明確に設定せずに全体の工賃を底上げしようとすると、逆に焦点がぼやけてしまい、結局低きところに収まってしまう傾向が見られた。

　 ● 工賃倍増に向けた各自治体における施策の構築（都道府県工賃倍増計画支援事業等）においては、総花的な対策を講ずるのではなく、対象施設や作業科目の明確化・重点化を図った上での実施が望ましい。

　 ● 今回のモデル事業の実践が示すとおり、圏域のいくつかの施設にターゲットを絞り、工賃アップのための対策を重点的に講じて成功事例を形成するとともに、そのプロセスを公開して圏域の施設全体に好影響を与える手法（圏域における具体的目標となる成功事例の形成）は、一定の効果が期待できる。

　 ● その際の留意事項として、スタート時の目標の明確化と具体的数値目標を含む実施内容の計画を綿密に決めて実行していくことが重要であり、実施施設において工賃アップの対象となる作業科目の絞り込みを行うことが、成功のための鍵となる。

（2）法人・施設の実行責任者の確固たる意志 

　 ● 企業側の視点から授産施設を見ると、自らの専門性は「福祉」にあると意識している職員が多く、生産管理や営業を行い市場経済に立ち向かっていくという意識を持った職員は非常に少ないように見受けられた。

 ● このことは、下記の経営コンサルタントからの問題提起の中にも如実に現れている。

　　→「福祉事業と授産事業の二重性があって違和感がある。」

　　→「福祉施設ではサービスの方向性が異なる“利用者（家族）”“一般市場顧客”という２種類の顧客が存在する。」

　　→「総じて職員の必要な力量が福祉に向いており、収益を上げるという方向に向かっていない。」

　 ● 一方、モデル事業実施施設からは、次のような報告が上がってきている。

→「工賃アップがなぜ必要なのか、明確な視点を持ち続けていないと事業を進めることは絶対に無理。法人常務理事の「工賃５万円の実現」という強い決意から事業を始めたが、開始当初は職員内部から「そんなことできない」との反発が多くあった。何度も挫折しそうになったが、とにかくやり抜くという確固たる決意が経営トップにあったので、続けることができた。」

　 ● 取り組みを進めていく過程で、職員や利用者（家族）との葛藤や反発は当然起こり得るものである。法人・施設の実行責任者の確固たる意志の確認（工賃アップに対する明確な理念を持っているか、市場経済の世界に飛び込む覚悟を持っているかなど）が、成功のための鍵となる。

（3）「施設の主体性」の発揮（コンサルティングを受ける前の心構えと準備）
　 ● 今回のモデル事業の実施において、コンサルティングを受ける施設側に「コンサルタントに任せて工賃アップを待っている」という意識がどこかにあり、コンサルティングの前提となる環境が十分に整っていない状況と、このための環境づくりに大半の時間を費やしている状況が明らかになった。

　 ● このことは、下記の経営コンサルタントからの問題提起の中でも指摘されている。

　 →「黙ってコンサルタントに任せていれば、工賃が上がる仕組みを作ってくれると思われている節があった。」

　 →「無理やり“工賃アップをしましょう”と持ちかけているような錯覚に陥ることもあった。その度に工賃アップの必要性について説明し、職員もそのために努力することが本来の任務だと説得する時間が予想外に多く必要だった。」

　 →「行政への陳情と同じように考えているのではと思うほど、主体性が感じられない。」

　 ● 一方、モデル事業実施施設からは、次のような報告が上がってきている。

　　 →『施設長の思いとしては施設が主体となって工賃アップを進めていきたいと考えているが、職員とコンサルタントの間に圧倒的な専門性や知識の差があり、結果として職員がコンサルタントに全てを任せてしまいがちになる。』

　　 →『施設側も経営に関する事前の学習が必要と感じた。専門職・プロとの協議の中で何を言われているのか分からないようでは、プロの感性を吸収しにくい。』

　　 →『コンサルタントの活用のポイントについてのレクチャーの機会が欲しかった。』

　 ● 工賃倍増の方法を端的に言えば、①売上げを倍にするか、②コストを半分に切り詰めるか、の２つしかない。このための経営改善の方法をコンサルタントが提案し、その提案を事業所の主体的判断で取捨選択して実行していくのがコンサルティングの基本である。

 ● 今回のモデル事業の実施において、コンサルティングを受ける前の心構えや事前の準備不足が共通の問題である。このことが「準備期間を含めて半年では期間が短い」との指摘の大きな要因であり、本会におけるモデル事業実施施設とコンサルタントに対する事前の説明（レクチャー）不足（コンサルタントの活用方法など）は反省すべき点である。

 ● すべてをコンサルタントに委ねるのではなく、施設側で工賃アップに対する確固たる意志を持ち、経営改善の方法について専門的なアドバイスをコンサルタントから受け、自らの判断で実行していくというプロセスを経て、工賃アップが実現されていくコンサルティングの基本的な流れについて事前にきちんと説明し、対象施設の理解を図っていくこと（事前の実施施設やコンサルタントに対する研修会の開催など）が重要である。「工賃アップは誰かがしてくれる」ではなく「自分たちがやらなければ」という意識の醸成（施設の主体性の発揮）が、成功のための鍵となる。

 ● あわせて、今回のモデル事業の反省点として、モデル事業実施施設相互の情報交換の機会が少なく、相互の施設における現時点の到達点の確認や有効な取り組みの共有による相乗効果を図ることができなかった。他のモデル施設の状況をこまめに知ることのできる機会づくりも必要である。

（4）職員の意識改革と利用者（家族）の理解（工賃アップの必要性の共有理解）
　 ● 今回のモデル事業の実施を通じ、施設長・職員・利用者（家族）全体の「工賃アップの必要性の共有理解」が図れていないと、なかなか取り組みがうまく進まないとの報告が上がっている。

　　→ 職員（指導員等）の問題意識の共有化やポジティブにやり抜く意欲の醸成のための会議・研修が必要である。

　　→ 工賃アップに取り組む際には、施設の理念や運営方針の確認から始めるとスムーズにいく。まず意識改革が必須条件だと痛感した。そして職員間の共有理解の「壁」を乗り越えた後は、比較的スムーズに事業を進めることができた。

　　→ 施設職員と利用者の意識改革をまず行わなければならない。電話が鳴っても来客があってもそれに対応しようとしない職員、少々形が歪んでも製品を出荷しようとする職員・利用者の意識の低さとチェック体制の甘さ、与えられた仕事を漫然とこなしていれば給料・工賃が貰えた今までの福祉施設の体系を根本から見直す必要がある。

　　→ 職員間で工賃アップについての議論を充分に行い、担当職員だけでなく、施設全体で取り組んでいくことが重要。利用者や家族との話し合いを行っていくことも大事。

　 ● また、実際に工賃アップに取り組んでみると、高い工賃を得るために働きたいという利用者もいれば、あまり厳しい仕事を望まない利用者や家族もいる。無理に工賃も一緒・作業も一緒にしていくとさまざまな問題が起こってくる。との報告も上がっている。

　　→ 利用者にとって今までと違った働き方になり、利用者の期待と不安が入り交じっている（「どういう作業をやるのか、また自分がやれるのか心配だ」）。

　　→ 自分で働いて収入が増えることで、年金や家族からの援助だけで暮らしていないという誇りが持てた。一方で、働く意欲の低下した人（生産スピードについていけない人）に誇りを持って生きることや仕事の喜び、やりがいを感じてもらうにはどうしたらいいのか、悩んでいる。

　 ● 利用者に対してきちんと「工賃アップの必要性」について説明し、その上でどのような働き方を望んでいるのか、複数の選択肢を用意し利用者に決めてもらうプロセスが重要である。

 ● 何のための工賃アップなのか、「工賃アップの必要性」をきちんと説明し、施設長・職員・利用者（家族）全体に充分な共有理解がなされているか、逐一確認しながら進めることが、成功のための鍵となる。

　 ● なお、工賃アップへの取り組みの上で、仕事量的にも精神的にも職員に大きな負担がかかってくる状況がいくつかの施設から報告されている。数人の職員のがんばりには限界があり、利用者が共に事業を担う存在になっていく働きかけも大事である。あわせて、職員・利用者の負担が過度にならないよう、作業工程の見直し、業務の単純化・標準化、機械設備の導入などによる生産の効率化・迅速化などを含めた工夫と労働諸法等の遵守（改善計画の策定）が必要である。

（5）地域ネットワーク会議の設置（地域のさまざまな人たちの智恵の活用）
　 ● 今回のモデル事業の実施において、各モデル事業実施施設に、工賃アップに資するために必要な専門家、福祉関係者、企業、行政などの参加を得た『地域ネットワーク会議』を設置し、工賃アップの具体的数値目標や改善計画の実現に向けた地域調整や評価、応援（バックアップ）体制の確保などを行うため、定期的（月１回程度）会議を開催した。

下記の具体的な成果がモデル事業実施施設より報告されている。

　　→ 福祉関係者と違う第三者の目が入ったことにより、これまで福祉の視点では考えられなかった新しい発想や考え方を取り入れることができた。施設の抱えている問題点や今後の可能性が詳らかになった。

　  → 専門家から具体的なノウハウを提供していただくとともに、今後の商品流通や販路に関わる協力体制の確保に大きな役割を果たした。

　　→ 地域ネットワーク会議に労働団体や経済団体などが参画したことにより、施設外授産（企業内授産）の新規開拓を図ることができた。

　　→ 率直に意見交換し、障害者や福祉施設の抱えている現状についてのよき理解者となっていただいた。同時に、施設生産商品の「強力なサポーター」となり、それぞれの立場から、販路拡大への強力な支援をいただくことになった。

　　→ 地域住民と施設関係者が顔を合わせることで相互の壁を低くした。地域住民には伝道者として口コミ効果もあり、顧客開拓に大きな効果をもたらした。

　 ● 工賃の向上は一職員や施設内だけで取り組むには限界がある。地域のさまざまな人たちの智恵や地域の社会資源（行政機関や企業、自治会組織など）を充分に活用し、これらの理解と協力を得ながら進めていくことが、成功のための鍵となる。

○今後の工賃水準ステップアップ事業の進め方の提案（２年次の取り組み）

　 ● 18年度のモデル事業の実施により、３～５年後の最終目標の達成（障害基礎年金＋最低地賃金の1/3程度の工賃水準（地域生活が可能となる水準））に向けた「具体的数値目標および改善計画」が整った。２年次の取り組みとして、次の方向性のもとにさらなる取り組みを継続し、２年次目標の達成に向けた実践を図っていく必要がある。

① 必要な職域の専門家の助言やコンサルティングなどを受けつつ、18年度に策定した計画のさらなる精査（工賃アップ実施計画の策定）と２年次目標の達成に向けた実践
　　② 施設職員や利用者の専門性向上に向けた「専門講習会の開催」「施設内研修会の開催」（職員教育、利用者のスキルアップを図るための研修プログラムの企画と実施）

 ● また、18年度の「工賃水準ステップアップ事業（モデル事業）」の成果を多くの都道府県で共有化し、各都道府県工賃倍増計画支援事業に資するため、都道府県の担当者などを対象に「１年目の成果を伝えるセミナーなどの開催」を行っていく必要がある。

（あわせて、18年度の成果をふまえ、新たなモデル施設を公募して引き続きの取り組みを行い「さらなる成功事例の形成とその分析」を図っていくことも必要である）

